
社会福祉法人西条市社会福祉協議会
専門部会及び委員会設置規程
（趣旨）
第１条　この規程は、社会福祉法人西条市社会福祉協議会定款第３３条に規定する専門部会及び委員会を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
（専門部会の機能）
第２条　専門部会は、会長の意向を踏まえた調査･研究を行い、会長に意見を具申するとともに必要に応じて理事会等に諮るものとする。
（専門部会）
第３条　専門部会は、総務部会、福祉部会及び事業部会とする。
（所管）
第４条　専門部会の所管は、次のとおりとする。

（１）　総務部会は、財政、人事及び企画並びに他の部会に属さない事項等に関すること。
（２）　福祉部会は、高齢者、障害者及び児童の福祉並びに在宅福祉事業等に関すること。
（３）　事業部会は、支部社会福祉協議会、住民会員制、心配ごと相談所、生活福祉資金及びボランティアセンター等に関すること。

（組織）

第５条　専門部会は、理事をもって構成する。

（部会長、副部会長）
第６条　各専門部会に部会長1名、副部会長1名を置く。

２　部会長、副部会長は、各専門部会において定めるものとする。
（部会長の職務）
第７条　部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
２　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第８条　会議は、部会長が必要に応じて随時召集し開催するものとする。
２　部会長は、会議の議長となる。

３　部会長は、理事以外に必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
　（委員会）
第９条　特定の事項を協議するため、本会に委員会を設置することができる。
２　委員会の名称は、その都度定める。
　（準用）
第10条　第２条及び第５条から第８条までの規定は、委員会に準用する。ただし、専門部会とあるのは委員会に、部会長とあるのは委員長に、副部会長とあるのは副委員長と読み替える。
２　前項のうち、委員会委員の構成人数及び任期については、その都度定める。
　（委員会の解散）
第11条　第９条の規定により設置した委員会は、課題が解決し又は方向を示したときは、解散する。
（庶務）

第12条　専門部会及び委員会の庶務は、総務福祉課が行う。

（その他）
第13条　この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附　　則

１　この規程は、平成16年11月1日から施行する。

　　　　附　　則

　１　この規程は、平成17年9月26日から施行する。（一部改正）
　　　　附　　則

　１　この規程は、令和7年6月25日から施行する。（一部改正）
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